


老発０３３１第２３号

平成2 8年３月 3 1日

都道府県知事 殿

厚生労働省老健局長

（ 公 印 省 略 ）

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令等の公布について

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成28年厚生労

働省令第53号。以下「整備省令」という。）及び地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係告示の整

備に関する告示（平成28年厚生労働省告示第168号。以下「整備告示」という。）が本日

公布され、一部を除き、平成28年４月１日から施行することとされた。

その改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村

（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、

その運用に遺漏なきを期されたい。

記

第１ 改正の趣旨

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。）第

６条による介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）の改正により、

新たに地域密着型サービスとして地域密着型通所介護が創設され、平成28年４月１

日から施行されるため、厚生労働省関係省令等について所要の規定の整備等を行う

こととした。

第２ 整備省令の内容

１ 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。）の一部

改正

① 地域密着型通所介護に係る利用定員の規定（規則第 10条の２関係）



法第８条第７項の厚生労働省令で定める数を、19人とした。

② 地域密着型通所介護に係る日常生活上の世話の規定（規則第 17 条の２の５関

係）

法第８条第 17 項において厚生労働省令で定めることとされている日常生活上

の世話として、入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康

状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話、を規定した。

③ 地域密着型通所介護に係る日常生活に要する費用（規則第 65条の３関係）

法第 42 条の２第１項及び第２項並びに第 42 条の３第２項において厚生労働省

令で定めることとされている日常生活に要する費用として、食事の提供に要する

費用、おむつ代、その他地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの、を規定した。

④ 地域密着型通所介護事業者に係る指定申請の手続（規則第 131条の３の２関係）

法第 78 条の２第１項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着

型サービス事業者の指定を受けようとする者が提出すべき申請書又は書類を規定

した。

⑤ 地域密着型通所介護事業者の指定の届出（規則第 131条の９関係）

市町村長が地域密着型通所介護について法第 42 条の２第１項本文の指定をし

ようとするときに都道府県知事に届け出るべき事項を規定した。

⑥ 指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等（規則第 131 条の 13

関係）

指定地域密着型通所介護事業者について、事業所の名称等に変更があった場合

に、当該変更に係る事項について事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出な

ければならない旨を規定した。

⑦ 介護サービス情報の公表

(ⅰ) 介護サービス情報の公表制度の対象となる介護サービスに、地域密着型通

所介護を追加した（規則第 140条の 43関係）。

(ⅱ) 別表第１第１号に規定する事項に、法人番号を追加した。

⑧ その他

(ⅰ) 第三者の行為により介護給付等を受けることとなった場合に、第一号被保

険者が第三者の氏名や被害の状況等を記載した届書を市町村長へ提出するこ

とを義務付ける規定を設けた（規則第 33条の２関係）。

(ⅱ) 上記のほか、所要の規定の整備を行った。

２ 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等にお

ける情報通信の技術の利用に関する省令（平成 17年厚生労働省令第 44号）の一部



改正

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年

厚生労働省令第 34 号）により指定地域密着型通所介護事業者に義務づけられてい

る、地域密着型通所介護計画の保存、作成及び交付について、電磁的方法で行うこ

とができることとした。

３ その他関係省令について、所要の整備を行った。

第３ 整備告示の内容

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省告

示第 21 号）及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

成 18 年厚生労働省告示第 127 号）について、医科診療報酬点数表の改定に伴う所

要の改正を行ったほか、関係告示について所要の整備を行った。

第４ 施行期日

整備省令は、医療介護総合確保推進法の施行の日（平成 28 年４月１日）から施行

することとした。ただし、介護サービス情報公表制度に係る規定を改正する規定につ

いては、平成 28年 10月１日から施行することとした。



平成年月日 木曜日 (号外第号)官 報

第
三
章
第
一
節
中
第
三
十
四
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
被
害
の
届
出
）

第
三
十
三
条
の
二

介
護
給
付
、
予
防
給
付
又
は
市
町
村
特
別
給
付
の
支
給
に
係
る
事
由
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
号
被
保
険
者
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、

市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

届
出
に
係
る
事
実

二

第
三
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
（
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、そ
の
旨
）

三

被
害
の
状
況

第
六
十
五
条
の
三
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
を
第

二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

地
域
密
着
型
通
所
介
護

次
に
掲
げ
る
費
用

イ

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用

ロ

お
む
つ
代

ハ

そ
の
他
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要

と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
三
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及

び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働

省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第

条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
八
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
利
用
定
員
）

第
十
条
の
二

法
第
八
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
十
九
人
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
八
条
第
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

第
十
七
条
の
二
の
五

法
第
八
条
第
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
は
、
入
浴
、排
せ
つ
、

食
事
等
の
介
護
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
、
健
康
状
態
の
確
認
そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者
に
必
要
な
日

常
生
活
上
の
世
話
と
す
る
。

第
十
七
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
第
十
七
項
」
を
「
第
八
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。）及
び
第
十
七
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
第
十
八
項
」
を
「
第

八
条
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
六
か
ら
第
十
七
条
の
八
ま
で
の
規
定
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
第
二
十
項
」
を
「
第
八
条
第

二
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
九
か
ら
第
十
七
条
の
十
一
ま
で
の
規
定
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
第
二
十
一
項
」
を
「
第
八

条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
十
二
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
第
二
十
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
八
条
第
二
十
七
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
号
中
「
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
」
の
下
に
「
。
別
表
第
一
に
お
い
て「
番
号
利
用
法
」

と
い
う
。」を
加
え
る
。
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第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
」
の
下
に
「
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」
を

加
え
る
。

第
百
十
三
条
の
二
第
二
号
中「（
次
号
に
お
い
て
「
相
談
援
助
の
業
務
」
と
い
う
。）」
を
削
る
。

第
百
三
十
一
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
百
三
十

条
の
三
の
二

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
係
る
指
定
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書

類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
の
市
町
村
の
長

か
ら
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
と

当
該
他
の
市
町
村
の
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

一

事
業
所
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
以
外
の
場
所
に
当
該
申
請
に
係
る
事
業
の
一
部
を
行
う
施
設
を
有
す
る
と

き
は
、
当
該
施
設
を
含
む
。）の
名
称
及
び
所
在
地

二

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

三

当
該
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
の
予
定
年
月
日

四

申
請
者
の
定
款
、
寄
附
行
為
等
及
び
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

五

事
業
所
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
以
外
の
場
所
に
当
該
申
請
に
係
る
事
業
の
一
部
を
行
う
施
設
を
有
す
る
と

き
は
、
当
該
施
設
を
含
む
。）の
平
面
図
（
各
室
の
用
途
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。）及
び
設
備
の
概
要

六

事
業
所
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
経
歴

七

運
営
規
程

八

利
用
者
か
ら
の
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

九

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

十

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
資
産
の
状
況

十
一

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
請
求
に
関
す
る
事
項

十
二

誓
約
書

十
三

役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

十
四

そ
の
他
指
定
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五

の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
（
以

下
「
第
一
号
通
所
事
業
」
と
い
う
。）に
係
る
指
定
事
業
者
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

「
指
定
事
業
者
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
指
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
当
該
市
町
村
長
に
提
出

し
て
い
る
前
項
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係
る
申
請

書
の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
七
十
八
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
密
着
型
通
所
介

護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
各
号
に
規
定

す
る
事
項
（
第
三
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は

書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

現
に
受
け
て
い
る
指
定
の
有
効
期
間
満
了
日

二

誓
約
書

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
者
が
既
に
当
該
市
町
村
長
に
提
出
し
て

い
る
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係
る
申
請
書

の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
一
条
の
九
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

地
域
密
着
型
通
所
介
護

第
百
三
十
一
条
の
三
の
二
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
利
用
定

員
第
百
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

地
域
密
着
型
通
所
介
護

第
百
三
十
一
条
の
三
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係

る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項

第
百
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
の
三
十
七
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
百
四
十
条
の
四
十
三
第
一
項
中
「
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
」
の
下
に
「
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」を
加
え
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
」
を
「
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画

又
は
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
」
を
「
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
」
に
、「
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定

す
る
第
一
号
通
所
事
業
（
以
下
「
第
一
号
通
所
事
業
」
と
い
う
。）」
を
「
第
一
号
通
所
事
業
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
四
項
中
「
第
五
十
九
の
二
本
文
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
本
文
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
五
第
一
項
中「（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
「
指
定
事
業
者
」

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
百
四
十
条
の
六
十
八
第
一
項
中
「
目
的
と
し
、
介
護
支
援
専
門
員
の
業
務
に
関
し
十
分
な
知
識
と
経
験
を
有
す

る
介
護
支
援
専
門
員
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
る
研
修
と
す
る
。」を
「
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
研
修
と
す

る
。」に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
号
イ
中
「
所
在
地
」
の
下
に
「
、
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
（
番
号

利
用
法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
第
一
の
項
第
二
号
ヘ
中
「
通
所
介
護
、」の
下
に
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、」を
加
え
る
。

別
表
第
二
第
一
の
項
第
五
号
イ
中
「
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
」
の
下
に
「
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」
を
加
え
、

同
号
ハ
中
「
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
下
に
「
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」
を
加
え
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
」
の
下
に
「
。
別
表
第
一
に
お
い
て
「
番
号

利
用
法
」
と
い
う
。」を
加
え
る
。

第
三
章
第
一
節
中
第
三
十
四
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
被
害
の
届
出
）

第
三
十
三
条
の
二

介
護
給
付
、
予
防
給
付
又
は
市
町
村
特
別
給
付
の
支
給
に
係
る
事
由
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
号
被
保
険
者
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、

市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

届
出
に
係
る
事
実

二

第
三
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
（
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、そ
の
旨
）

三

被
害
の
状
況

別
表
第
一
第
一
号
イ
中
「
所
在
地
」
の
下
に
「
、
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
（
番
号

利
用
法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

ホ

従
業
者
の
教
育
訓
練
の
た
め
の
制
度
、
研
修
そ
の
他
の
従
業
者
の
資
質
向
上
に
向
け
た
取
組
の
実
施
状
況





別
表
第
二
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
項
中

を

に
改
め
、同
表

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
項
中

を

「

「

「

「

」

」

」

第
九
十
九
条
第
一

第
百
五
条
の
十
二

第
九
十
九
条

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
密
着
型
通
所

第
四
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
通
所
介
護

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
知
症
対
応
型
通

項
（
第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
通
所
介
護
計
画
の
作
成

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
通
所
介
護
計
画
の
作
成

第
一
項
（
第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
通
所
介
護
計
画
の
作
成

に
よ
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
計
画
の
作
成

定
に
よ
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
の
作
成

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

省
令
第
三
十
七
号
）
の
項
中

を

に
改
め
、
同
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
項
中

を

に
改
め
る
。

「

「

「

「

」

」
」

」

第
百
四
条
の
三
第
二
項
（
第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に

第
百
五
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
通
所
介
護
計
画
の
保
存

よ
る
通
所
介
護
計
画
の
保
存

第
百
四
条
の
三
第
二
項
（
第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

規
定
に
よ
る
通
所
介
護
計
画
の
保
存

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
計
画
の
保
存

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
の
保
存

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
計
画
の

第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
計
画

第
四
十
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
通
所
介
護
計
画
の

第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画

保
存

の
保
存

保
存

の
保
存

別
表
第
一
の
表
一
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生

平成年月日 木曜日 (号外第号)官 報

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
八
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
第
八
条
第
二
十
四
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
九
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
八
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
る
。

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
五
第
三
号
中
「
第
八
条
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
八
条

第
十
九
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
八
条
第
二
十
項
」
を「
第
八
条
第
二
十
一
項
」

に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
八
条
第
二
十
一
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
八

条
第
二
十
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
第
八
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
八
条
第

二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
第
八
条
第
二
十
六
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十

号
中
「
第
八
条
第
二
十
七
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
八
条
第
二
十
四
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
。

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
第
八
条
第
十
七
項
」
を
「
第
八
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
八
条
第
十
八

項
」
を
「
第
八
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
八
条
第
十
九
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
項
」に
改
め
、

同
条
第
六
号
中
「
第
八
条
第
二
十
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
同
条
第
二
十
項
」
を
「
同
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
第
八
条
第
二
十
七
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
る
。

（
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
十
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
三
号
中
「
第
八
条
第
二
十
七
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
八
項
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
第
八
条
第
二
十
六
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
七
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
三
号
と
し
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
第
八
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
四

項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
二
号
と
し
、
同
条
第
二
十
号
中
「
第
八
条
第
二
十
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十

三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
第
十
九
号
中
「
第
八
条
第
二
十
一
項
」
を
「
第
八
条
第
二

十
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と
し
、
同
条
第
十
八
号
中
「
第
八
条
第
二
十
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十

一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
九
号
と
し
、
同
条
第
十
七
号
中
「
第
八
条
第
十
九
項
」
を「
第
八
条
第
二
十
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第
八
条
第
十
八
項
」
を
「
第
八
条
第
十
九
項
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、
同
条
第
十
五
号
中
「
第
八
条
第
十
七
項
」
を
「
第
八
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護





に
改
め
る
。

」

護
計
画
の
作
成

介
護
計
画
の
作
成

計
画
の
作
成

所
介
護
計
画
の
作
成

別
表
第
四
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
項
中

を

に
改
め
、同
表

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
項
中

を

に
改
め
る
。

「

「

「

「

」

」

」

」

第
九
十
九
条
第
四

第
百
五
条
の
十
二

第
九
十
九
条

第
十
一
条
第
四
項
の
規
定

第
五
十
二
条
第
四
項
の
規

第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介

第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
密
着
型
通
所

第
四
十
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
通
所
介
護

第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
知
症
対
応
型
通

項
（
第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
通
所
介
護
計
画
の
交
付

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
通
所
介
護
計
画
の
交
付

第
四
項
（
第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
通
所
介
護
計
画
の
交
付

に
よ
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
計
画
の
交
付

定
に
よ
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
の
交
付

護
計
画
の
交
付

介
護
計
画
の
交
付

計
画
の
交
付

所
介
護
計
画
の
交
付

平成年月日 木曜日 (号外第号)官 報

（
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
の
一

部
改
正
）

第
十
条

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
中
「
第
八
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十

条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
及
び
第
三
十
四
条
の
三
十
六
中
「
第
八
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
四
項
」に
改
め
る
。

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
中
「
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
の
下
に「（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。）」
を

加
え
る
。

第
四
十
二
条
の
十
二
中
「
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」の
下
に「（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て「
運
営
規
程
」と
い
う
。）」

を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
六
項
の
表
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
同
一
敷
地
内
に
中
欄
に
掲
げ
る
施
設

等
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
場
合
の
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
」
の
下
に
「
、
指
定

地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
」
を
加
え
る
。

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令

第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
聞
く
」
を
「
聴
く
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
六
項
の
表
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
同
一
敷
地
内
に
中
欄
に
掲

げ
る
施
設
等
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
場
合
の
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
」
の
下
に

「
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
」
を
加
え
る
。

第
八
十
五
条
中
「
、
第
三
十
九
条
」
の
下
に「（
第
五
項
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
中
「
第
八
条
第
二
十
一
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定
の
施

行
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規

定
の
施
行
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
八
条
第
二
十
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
一
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
二
項
」を「
同

条
第
二
十
三
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
項
」
を
「
同
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
一
条
中
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
百
四
十
条
の
四
十
三
第
一
項
の
改
正
規

定
、
同
令
別
表
第
一
の
改
正
規
定
及
び
同
令
別
表
第
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
中
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行

規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
同
令
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
同
表
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。）は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。








